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○

駐
車
場
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
換
気
装
置
）

（
換
気
装
置
）

第
十
二
条

建
築
物
で
あ
る
路
外
駐
車
場
に
は
、
そ
の
内
部
の
空
気
を
床
面
積
一
平
方

第
十
二
条

建
築
物
で
あ
る
路
外
駐
車
場
に
は
、
そ
の
内
部
の
空
気
を
一
時
間
に
つ
き

メ
ー
ト
ル
に
つ
き
毎
時
十
四
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
直
接
外
気
と
交
換
す
る
能
力
を
有

十
回
以
上
直
接
外
気
と
交
換
す
る
能
力
を
有
す
る
換
気
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら

す
る
換
気
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
窓
そ
の
他
の
開
口
部
を
有

な
い
。
た
だ
し
、
窓
そ
の
他
の
開
口
部
を
有
す
る
階
で
そ
の
開
口
部
の
換
気
に
有
効

す
る
階
で
そ
の
開
口
部
の
換
気
に
有
効
な
部
分
の
面
積
が
そ
の
階
の
床
面
積
の
十
分

な
部
分
の
面
積
が
そ
の
階
の
床
面
積
の
十
分
の
一
以
上
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

の
一
以
上
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
の
限
り
で
な
い
。


